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番号

13,503,007

1,253,423

0

0

409,336,881

390,219,904

394,835

不用額（千円）

翌年度繰越額（千円）

支出済歳出額（千円）

流用等増△減額（千円）
0

歳出予算現額（千円）

予備費使用額（千円）

前年度繰越額（千円）
609,049

0

408,083,458

51,310,473 43,642,320 40,427,272

総合･実績･事業

（ 当 初 ）

日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供
できる体制を整備すること

Ｉ－１－１評価方式

政策評価調書（個別票①-1）

歳出予算額（千円）

政策名

20年度 22年度

【政策ごとの予算額等】

34,482,888

＜0＞ ＜0＞

18,722,142

＜0＞

39,517,109

24,760,679

21年度

評価結果の予算要求等
への反映状況

○予算要求
　評価結果を踏まえ、医療提供体制を整備するため、必要な予算を要求することとした。
　さらに、救急・産科等の支援のための事業等を新規施策として予算要求することとした。
（新規）
・へき地保健医療等対策費
（平成２３年度予算概算要求額：０．９６百万円）
・救急・周産期医療情報システム機能強化経費
（平成２３年度予算概算要求額：１４０百万円）
（継続）
・医療施設近代化施設整備事業
（平成２２年度予算概算要求額（医療提供体制施設整備交付金）：４，５０１百万円の内数）
（平成２１年度予算額（医療提供体制施設整備交付金）：８，８７４百万円の内数）
・へき地医療支援機構運営事業
（平成２３年度予算概算要求額：２９３百万円（平成２２年度予算額：３２６百万円））
・へき地医療拠点病院及びへき地診療所等運営事業
（平成２３年度予算概算要求額：１，３１６百万円（平成２２年度予算額：１，４２１百万円））
・医療連携体制推進事業
（平成２３年度予算概算要求額（医療提供体制推進事業費補助金）：２８，７１５百万円の内数）
（平成２１年度予算額（医療提供体制推進事業費補助金）：３０，６０３百万円の内数）
・救命救急センター運営事業
（平成２３年度予算概算要求額（医療提供体制推進事業費補助金）：２８，７１５百万円の内数）
（平成２２年度予算額（医療提供体制推進事業費補助金）：３０，６０３百万円の内数）
・小児救急医療拠点病院運営事業
（平成２３年度予算概算要求額（医療提供体制推進事業費補助金）：２８，７１５百万円の内数）
（平成２２年度予算額（医療提供体制推進事業費補助金）：３０，６０３百万円の内数）
・ドクターヘリ導入促進事業
（平成２３年度予算概算要求額（医療提供体制推進事業費補助金）：２８，７１５百万円の内数）
（平成２２年度予算額（医療提供体制推進事業費補助金）：３０，６０３百万円の内数）
○税制改正要望について
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設を検討します。
○機構・定員について
以下の方向で検討します。
・増員（地域医療における医師確保及び医療連携の推進のための体制整備の強化のための増員１人）

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

（ 補 正 後 ）

個別票②参照

本政策に係るすべての達成すべき指標について、改善傾向又は前年度と同水準であり、本施策は一定程度有効と考えられ。翌年度
以降も政策目標の達成に向けた取組を行っていく。

23年度要求額

1,253,423

38,908,060

＜0＞
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ａ 2 一般 厚生労働本省

Ａ 3 一般 厚生労働本省

Ａ 4

＜ ＞ ＜ ＞

＜ ＞ ＜ ＞

＜ ＞ ＜ ＞

＜ ＞ ＜ ＞

＜ ＞ ＜ ＞

＜ ＞ ＜ ＞

＜ ＞ ＜ ＞

＜ ＞ ＜ ＞

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】

政策名 日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備すること Ｉ－１－１

予　算　科　目
政策評価結果等
による見直し額

整理番号 項 事項
22年度

当初予算額
23年度
要求額

対応表に
おいて●
となって
いるもの

医療提供体制確保対策費 医療提供体制確保対策に必要な経費 2,537,879 4,057,977

医療提供体制確保対策費 医療提供体制確保対策の推進に必要な経費 345,812 1,871,652

医療提供体制基盤整備費 医療提供体制の基盤整備に必要な経費 40,758,629 34,497,643

小計
43,642,320 40,427,272

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

小計

対応表に
おいて○
となって
いるもの

小計 の内数 の内数

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

合計
43,642,320 40,427,272

の内数 の内数

の内数 の内数
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 Ｉ－１－１

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による

見直し額
（C)

政策評価調書（個別票①-3）

政策名
日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を
整備すること

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容

予算額（千円）

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

事務事業名 整理番号

合計
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単位

19年度 20年度 21年度

指標名 実　績　値

政策の概要
国民の医療に対する安心と信頼の確保を目指し、医療計画制度の中で医療機能の分化・連携を推進すること等
施策の概要を通じて、地域全体で、発症から急性期、回復期を経て在宅等生活の場に復帰するまで切れ目のない医療の
提供を実現することにより、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る。

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

【評価結果の概要】

（総合的評価）
○本政策に係るすべての達成すべき指標について、改善傾向又は前年度と同水準であり、本施策は一定程度有効と考え
られる。

○一方、引き続き、施策の有効性・効率性を高めるための工夫が必要である。

（必要性）
○がん、心疾患及び脳血管疾病は死因別死亡率の第１位から第３位を占め（人口動態統計）、糖尿病等の生活習慣病を
患う患者が多い（患者調査）です。特にがん、脳卒中、急性心筋梗塞及び糖尿病の四疾病についてはその緊急性に加
え、症状の経過に基づくきめ細かな対応が求められていることから、四疾病に対応し医療提供体制を構築することが必
要です。

○救急医療について、第三次救急医療機関、第二次救急医療機関の充実等の提言がなされ（厚生労働省指導課長主宰
「救急医療の今後のあり方に関する検討会」平成20年7月中間取りまとめ）、
○周産期医療について、周産期医療対策事業の見直し、地域の実情に応じた新生児集中治療室（NICU）の整備等の提言
がなされ（厚生労働大臣主宰「周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会」平成21年3月報告書）、
○小児の救命救急医療を担う医療機関の整備、小児救急集中治療室の整備等の提言がなされ（厚生労働省指導課長主宰
「重篤な小児患者に対する救急医療体制の検討会」平成21年7月中間取りまとめ）、
○災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の強化、医療施設の耐震化促進が決定され（「自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指す
ための総合プラン（平成２０年度中央防災会議決定）」）
○へき地医療支援機構の強化等の提言がなされていることから（厚生労働省医政局長主宰「へき地保健医療対策検討
会」平成22年3月報告書）、
救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療（小児救急医療を含む。）の五事業に対応し
た医療連携体制の早急な構築が必要です。

○病院は、良質かつ適正な医療を行う場としてふさわしい状況を保つ必要があることから、病院が医療法及び関連法令
により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて立入検査の実施が必要で
す。

○医療法人等について、約５割が赤字経営となっている（平成20年度病院経営管理指標）ことから、医療法人等の経営
の安定化について必要な税制措置等の支援策を講じていくことが必要です。

○病院を含む産業部門は、二酸化炭素の総体的な抑制に取り組むこととされている（「京都議定書目標達成計画平成17
年4月28日閣議決定）」）ことから、病院における地球温暖化対策を支援するため、自主行動計画に対するフォロー
アップの実施や必要な税制措置等を講じていくことが必要です。

（有効性）
○本施策に係るすべての達成すべき指標について、改善傾向又は前年度と同水準であり、本施策は一定程度有効と考え
られる
※ 医師不足等の課題がある一方で、全都道府県において、
・医療計画に基づく医療連携体制の構築が進み、かつ、
・救命救急センター、総合周産期母子医療センターの機能強化が図られている。
指標上は、各種施策の効果が一定程度反映されているものと考える。

○ 方（効率性）
医療計画制度に基づき、都道府県が四疾病五事業に係る医療連携体制の構築を進めることにより、地域の実情に応じて
医療機能の役割分担・連携を推進することとしているが、国が各種国庫補助等により当該地域の実情に応じた都道府県
の取組を支援することから、効率的に医療連携体制の構築が進み、施策目標の達成が図られるものと考えられる。

達成目標

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年　８月 担当部局名：医政局指導課

政策名
日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提
供できる体制を整備すること

1－Ⅰ－１

(反映の方向性）
（１）予算について
見直しの上減額の方向で検討します。
（２）税制改正要望について
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設を検討します。
（３）機構・定員について
以下の方向で検討します。
・増員（地域医療における医師確保及び医療連携の推進のための体制整備の強化のための増員１人）
（４）指標の見直しについて
今後、有識者の意見等を踏まえ、指標の見直しを検討します。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】
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在宅で死亡する者の数 人 136,437 144,771 集計中

心肺停止の一ヶ月後の
生存率(上段)・社会復

帰率（下段）
％

10.2％
6.1％

10.4％
6.2％ 集計中

周産期死亡率（出産
1,000対）

― 4.5 4.3 集計中

幼児（１～４歳）死亡率
（人口10万対）

― 22.8 22.3 集計中

78.1%（平成
26年度）

病院の耐震化率 ％ － 50.8% 56.2%

無医地区等における医
療活動（巡回診療、代

診医派遣等）回数
回 20,136 34,652 集計中

病院への立入検査にお
ける指摘に対する遵守
率（総検査項目数に対
する適合項目数の割

合）

％ 96.4 97.3 集計中

年月日

平成22年1月29日

平成22年1月29日

平成22年6月18日

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

新成長戦略

「医療機関の機能分化と高度・専門的医療の集約化、介
護施設、居住系サービスの増加を加速させ、質の高い医
療・介護サービスを安定的に提供できる体制を整備す
る。」

前年以上/
毎年

前年以下/
毎年

前年以上/
毎年

「妊婦健診や出産に係る経済的負担の軽減、新生児集中
治療管理室（ＮＩＣＵ）の整備等、相談支援体制の整備
(妊娠・出産・人工妊娠中絶など)等により、妊娠・出産
の支援や周産期医療体制（産婦人科医師、助産師等を含

む。）を確保します。」
「子どもが病気になっても安心して医療にかかれるよ

う、小児医療体制を整備する」

子ども・子育てビジョン

第百七十四回国会における鳩山内閣総理
大臣施政方針演説

記載事項（抜粋）

「救急・産科・小児科などの充実を図ります。」
「消防と医療の連携などにより、救急救命体制を充実さ

せます。」

施政方針演説等
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番号

個別票②参照

政策目標の効果は着実に進んでおり、翌年度以降も政策目標の達成に向けた取組を行っていく。

23年度要求額

0

6,247,917

＜256,378＞

＜256,378＞ ＜250,550＞

6,247,917

21年度

評価結果の予算要求等
への反映状況

政策目標の達成に向けて進展しており、今後も医師、看護師等の不足した状況に対応するため、さらなる医師確保
 や女性医師、看護師等の離職防止、復職支援の強化を進めるべく必要な予算要求を行うこととした。

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

（ 補 正 後 ）

＜256,378＞ ＜250,550＞

6,299,430

政策評価調書（個別票①-1）

歳出予算額（千円）

政策名

20年度 22年度

＜334,569＞

【政策ごとの予算額等】

6,247,917

＜256,378＞

5,225,203

総合･実績･事業

（ 当 初 ）

今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図るこ
と

Ⅰ－２－１評価方式

6,299,430

＜250,550＞

6,299,430

＜251,128＞

5,876,641

予備費使用額（千円）

前年度繰越額（千円）
0

0

＜250,550＞

不用額（千円）

翌年度繰越額（千円）

支出済歳出額（千円）

流用等増△減額（千円）
0

歳出予算現額（千円）

6,247,917

0

0

0

6,299,430

0
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ａ 2

Ａ 3

Ａ 4

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 一般 地方厚生局 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

＜251,128＞ の内数 ＜334,569＞ の内数

の内数 の内数

合計
5,876,641 5,225,203

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

小計 ＜251,128＞ の内数 ＜334,569＞ の内数

の内数 の内数

対応表に
おいて○
となって
いるもの

医師等国家試験実施費 医師等国家試験実施に必要な経費 251,128 334,569

小計

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

小計
5,876,641 5,225,203

項 事項
22年度

当初予算額
23年度
要求額

対応表に
おいて●
となって
いるもの

医療従事者等確保対策費 医療従事者の確保対策に必要な経費 5,876,641 5,225,203

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】

政策名 今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること Ⅰ－２－１

予　算　科　目
政策評価結果等
による見直し額

整理番号
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 Ⅰ－２－１

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による

見直し額
（C)

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること

事務事業名 整理番号

予算額（千円）

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容

合計
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今後の医療需要に見合った医療従事者の確保
を図ること

（有効性）
　医療従事者の確保を図るために、離職防止の観点から医師の過酷勤務の軽減の解消を進め
るとともに、離職した医療従事者の再就業を促す施策が実施され、医療従事者の確保が推進
されていることから政策目標の達成に向けて有効性が高いものと評価できる。

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年８月 担当部局名：医政局医事課

Ⅰ － ２ － １番号政策名

政策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

国民の医療に対する安心・信頼の確保を目指し、質の高い医療サービスが適切に
受けられる体制を構築するため、短時間正規雇用の導入促進を行うとともに、女
性医師、看護師等の離職防止、復職支援を図ることで、医療従事者の確保を行
う。

（総合的評価）
　医師、看護師等の勤務環境を改善し、医師・看護師等の復職・再就業を行うことは、施策
目標の達成に関して評価できる施策と考えられ、就業医師数は確実に増加している。
　しかし、依然として産科・小児科などの診療科を中心に医師不足問題が深刻であり、地域
で必要な医療が適正に提供できるよう地域の医療従事者を確保するため、施策を着実に実施
する必要があると考える。

【評価結果の概要】

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

（必要性）
　医療の現場を見ると、高齢化の進展、医療の高度化、医療を巡る紛争の増加、女性医師の
増加などを背景に、医療需要が増大するとともに、産科・小児科などの診療科やへき地等で
医師不足問題が深刻となっており、必要な医師の確保に効果的な施策を講じ、国民の医療に
対する安心・安全を確保するため必要である。

(反映の方向性）
　政策目標の達成に向けて進展しており、現在の取組を続ける。

（効率性）
　医療従事者の確保を図るため、必要な養成機関を経て養成するよりも、すでに免許を有し
ているが就業していない医師、看護師の復職及び再就業の支援を行うことは、政策目標の達
成に関して効率的な取組であると評価できる。

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

年月日

第１７０回国会における内閣総理大
臣所信表明演説

記載事項（抜粋）

救急医療のたらい回し、産科や小児科の医師不足（中略）、いつ自分を襲うやもし
れぬ問題であります。日々不安を感じながら暮らさなくてはならないとすれば、こ
んな憂鬱なことはありません。わたしは、これら不安を我が事として、一日も早く
解消するよう努めます。

施政方針演説等

平成20年9月29日

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

1 就業医師数（単位：人）（―） ― 263,540 ― 286,699 ―

就業女性医師数（単位：人） 45,222 49,113
（前回調査時以上） 【107.6％】 【108.6％】

女性医師バンクの再就業支援件数（単位：人） 57 141 211
（前年度以上） 【1420.5％】 【247.4％】 【149.6％】

就業看護職員数（単位：人） 1,308,049 1,333,045 1,370,264 1,397,333
（前年度以上） 【101.2％】 【101.9％】 【102.8％】 【102.0％】

中央ナースセンター事業再就業支援件数（単位：人） 16,107 16,227 16,071 14,864 13,272
（前年度以上） 【95.7％】 【100.7％】 【99.0％】 【92.5％】 【89.3％】

施策目標に係る指標

（達成水準／達成時期）

4

※【　】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

 

4  集計中

5

2 ―

3

― ―

・　指標４は、医政局看護課調べによる。平成２０年度の数値は現在集計中であり、平成２３年１月に
  公表予定。

・　指標５は、医政局看護課調べによる。

（調査名・資料出所、備考）

・　指標１及び２は、「医師・歯科医師・薬剤師調査」（大臣官房統計情報部調べ）。

・　指標３は、女性医師バンクにおいて、新たに求職者として登録し、コーディネーターによる就業相談を
  受け再就業した女性医師の数であり、医政局医事課調べによる。
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番号

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法
個別票②参照

政策評価結果を受けて
改善すべき点

臨床研修をはじめ、医療従事者の資質の向上は順調に実施され散るところであり、翌年度以降も政策目標の達成に向けた取組を
行っていく。

評価結果の予算要求等
への反映状況

引き続き、政策目標の達成に向けて現在の取組を進めていくため、必要な予算要求を行うこととした。

不用額（千円）
19,781,644 20,091,122

＜0＞ ＜0＞

翌年度繰越額（千円）
0 0

支出済歳出額（千円）

歳出予算現額（千円）
19,781,644 20,091,122

＜0＞ ＜0＞

流用等増△減額（千円）
0 0

予備費使用額（千円）
0 0

前年度繰越額（千円）
0 0

（ 補 正 後 ）
19,781,644 20,091,122

歳出予算額（千円） 20年度 21年度 22年度 23年度要求額

（ 当 初 ）
19,781,644 20,091,122 19,611,634 16,378,782

政策評価調書（個別票①-1）

【政策ごとの予算額等】

政策名 医療従事者の資質の向上を図ること 評価方式 総合･実績･事業 Ⅰ－２－２
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ａ 2

Ａ 3

Ａ 4

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

の内数

の内数

16,378,782

の内数

の内数

の内数

23年度
要求額

16,378,782

16,378,782

の内数

の内数

19,611,634

の内数

の内数

22年度
当初予算額

19,611,634

19,611,634

対応表に
おいて●
となって
いるもの

小計

合計

医療従事者の資質の向上を図ること Ⅰ－２－２

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

事項

小計

小計

政策名

の内数

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】

医療従事者の資質の向上に必要な経費

項

医療従事者資質向上対策費

政策評価結果等
による見直し額
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 Ⅰ－２－２

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による

見直し額
（C)

合計

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 医療従事者の資質の向上を図ること

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容

予算額（千円）

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

事務事業名 整理番号
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政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年８月 担当部局名：医政局医事課

政策名 医療従事者の資質の向上を図ること 番号 Ⅰ － ２ － ２

政策の概要

医療の質と安全を確保するためには、医師をはじめとした医療従事者の脂質の向
上を図ることが重要な課題である。そのため、医師等の医療従事者の脂質の向上
を図ることを目的として、医師及び歯科医師については臨床研修を必修化すると
ともに、その他の医療従事者に対して各種研修会を実施している。

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

【評価結果の概要】

（総合的評価）
　臨床研修においては、医師が、適切な指導体制の下で、医師としての人格を涵養し、プライマリ・ケアを中
心に幅広く医師として必要な診療能力を身につけることが目指されており、国としても臨床研修の指導体制の
充実のための支援等を多くの研修医が臨床研修の到達目標が達成できたと自己評価しているところである。
　臨床研修のほか医療従事者に対する各種研修の着実な実施や、行政処分を受けた医師・歯科医師・看護師・
薬剤師に対して再教育研修を義務づけるなどの取組を行っているところであり、医療従事者の資質の向上につ
いて着実に取り組まれていると考えられる。

（必要性）
　安心・信頼してかかれる医療を確保する観点から、医療従事者の資質の向上は重要であり、医師及び歯科医
師についても医師免許取得後の臨床研修を必修化した。臨床研修では基本的な診療能力を修得し、医師及び歯
科医師としての資質の向上を図っている。また、看護師をはじめとする医療従事者についても、卒後も様々な
研修の機会等を通じ、資質の向上が行われており、職能団体等においても認定看護師・専門看護研修及び認定
等の取組をはじめ、資質の向上向けた取組が行われている。

（効率性）
　臨床研修については、診療に従事しようとする医師を対象として、基本的な診療能力の修得を目的として必
修化されたものであり、必修化にあたり基本的な考え方としている医師としての人格を涵養し、必要な診療能
力を修得するためにアルバイトせずに研修に専念できる環境が整備された全国の厚生労働大臣認定の臨床研修
指定病院において当該研修を実施しており、政策目標の達成に関し、効率的な取組であると考える。

（有効性）
　診療に従事しようとする医師を対象に、幅広く医師としての必要な診療能力を身につける事を目指すプログ
ラムによる臨床研修が着実に実施されており、政策目標の達成に向け有効性が高いものと考えられる。

(反映の方向性）
　政策目標の達成に向けて進展しており、現在の取組を続ける。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

医師研修医の満足度調査（満足度
５段階評価のうち４以上の回答者
の割合
 ※施策目標に係る指標１と同じ。

歯科医師臨床研修における資質向
上への貢献度割合（貢献に対する
評価70％以上／毎年度）

（調査名・資料出所、備考）

1 ― 81.0% 72.9%

― 74.0%

70.0% 72.6%

・　指標１は、「臨床研修修了者に対するアンケート調査」による。平成２１年度の数値は
　現在集計中であり、平成２２年度中に公表予定。

・　指標２は、平成１８年度から始まった臨床研修制度に係るアンケート調査による。臨床
　研修の内容が一定の水準で保たれているかどうかは、歯科医師臨床研修に関するアンケー
　ト調査のうち、「臨床研修が資質向上に貢献しているか」という項目において、「貢献し
　ている」と回答する割合が毎年一定の水準に達するかどうかで計ることができる。

1 ― ―

 アウトカム指標

（達成水準／達成時期）

 
集計中
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番号

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること

施策目標①：医療情報化の体制整備の普及を推進すること。

個別目標①：医療のIT化を推進すること。
　　　　　　【統合系医療情報システム（オーダリングシステム、統合的電子カルテ等の普及率】
　　　　　　・２００床以上の医療機関のほとんどに導入すること。
　　　　　　「医療施設調査」（大臣官房統計情報部）により測定

政策評価結果を受けて
改善すべき点

個別目標①：医療機関のIT化を促進するためには、更なる補助金による支援が必要である。

評価結果の予算要求等
への反映状況

○予算要求
　評価結果を踏まえ、より医療機関のIT化を進めるため、必要な予算を要求することとした。

・地域医療連携推進事業
　（平成23年度予算概算要求額：248百万円）
　　［平成22年度予算額：592百万円］
・医療情報システムの相互運用性確保のための対向試験ツール開発事業
　（平成23年度予算概算要求額：92百万円［平成22年度予算額：108百万円］）

不用額（千円）
85,770 273,195

翌年度繰越額（千円）
299,196 -

支出済歳出額（千円）
627,285 3,186,483

歳出予算現額（千円）
1,012,251 3,459,678

流用等増△減額（千円）
0 0

予備費使用額（千円）
0 0

前年度繰越額（千円）
0 299,196

（ 補 正 後 ）
1,012,251 3,160,482 1,203,959

歳出予算額（千円） 20年度 21年度 22年度 23年度要求額

（ 当 初 ）
631,044 1,057,978 1,203,959 1,273,247

政策評価調書（個別票①-1）

【政策ごとの予算額等】

政策名 医療情報化の体制整備の普及を推進すること 評価方式 総合･実績･事業 Ｉ－3－１
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

の内数

1,273,247

の内数

の内数

23年度
要求額

1,273,247

1,273,247

の内数

1,203,959

の内数

22年度
当初予算額

1,203,959

1,203,959

対応表に
おいて●
となって
いるもの

小計

合計

医療情報化の体制整備の普及を推進すること Ｉ－3－１

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

事項

小計

小計

政策名

の内数

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】

医療情報化等の推進に必要な経費

項

医療情報化等推進費

政策評価結果等
による見直し額
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 Ｉ－3－１

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による

見直し額
（C)

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 医療情報化の体制整備の普及を推進すること

事務事業名 整理番号

予算額（千円）

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容

合計
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単位 基準値 目標値

（年度） １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 （年度）

総合系医療情報システム
(オーダリングシステム、統合
的電子カルテ等）の普及率

% - 23.7 - - 31.7 -

参考統計

オーダリングシステムの導入
率
（一般病院　400床以上）

% 72.9 - - 82.4 ３年毎

i-Japan戦略2015 平成21年7月6日

政策の概要

達成目標

（有効性）
　オーダリングシステムなどの医療情報システムを導入することで、患者情報の共有、受付業務の簡略化、カルテ搬送の軽減など
業務の効率化、待ち時間の短縮、診療情報の共有化などによる患者の利便性向上や蓄積されたデータの活用や医療安全など医療の
質の向上が期待されることから施策の推進に有効性が高いものと評価できる。

（効率性）
　医療情報システムの導入に当たっては、①システムの導入・維持費が高額なこと、②新旧システム間や異なるシステム間の互換
性が確保されていないこと等の課題が挙げられており、地域における中心的役割を果たしている医療機関と周辺の医療機関が医療
情報ネットワークを構築し、チーム医療・グループ診療の実践を可能とする地域医療連携体制を構築するための補助事業である地
域診療情報連携推進事業による医療機関のシステム導入にかかる費用負担軽減や、医療情報システムの相互運用性確保のための対
向試験ツール開発事業によるシステム間の互換性確保などの施策は、それらの課題解決に資するため効率性が高いものと評価でき
る。

指標名

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　医療のIT化を推進するため、｢IT新改革戦略｣等に基づき、標準化の推進や安全な情報連携基盤
の整備を進めるとともに、医療機関における費用負担の軽減に資する取組等を実施する。

（総合的評価）
　医療分野のIT化は、医療機関の機能等を考慮した情報化が肝要である。そのため、厚生労働省においては、２００７年度に各医
療機関がその医療機能等を考慮し、当該医療機能の目的に応じた情報化の必要性と活用度を適切に評価することにより、望ましい
情報化の推進を可能とする評価系（医療機関自らが評価の際に用いる指標）を開発したところであり、その普及に努めているとこ
ろである。これにより、医療情報システム導入によるメリット等の把握、自機関の目的に合致した且つ最適な情報システムの選択
を可能にするなど、各医療機関において適切な情報化が可能となり、医療分野の情報化が推進される。
　医療の情報化については、「ＩＴ新改革戦略」等に基づき、各種標準化等の取組が進められているが、その効果が見えにくい状
況にあることから、今後はさらに多くの医療機関等が医療の情報化のメリットを享受できるよう、評価対象事務事業のほか、医療
用語及び用語間の関連性コードの標準化等、各種標準化等の施策によって、より充実した取組を進めることとしている。

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年８月 担当部局名：厚生労働省医政局

Ｉ－３－１番号政策名 医療情報化の体制整備の普及を推進すること

【評価結果の概要】

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

（必要性）
　医療を取り巻く環境が、少子高齢化の進展や医療技術の高度化等により大きく変化している中で、医療サービスの質を向上さ
せ、一定の医療資源の中で質の高いサービスを充実させるため、業務の効率化、患者の利便性向上や医療の質の向上が期待される
医療情報システムの導入に対して医療機関の関心は高いが、①システムの導入・維持費が高額なこと、②新旧システム間や異なる
システム間の互換性が確保されていないこと等の課題があることから、これらの課題に対応した事業を行う必要がある。

(反映の方向性）
施策全体として現状維持

達成目標・指標の
設定根拠・考え方

実　績　値

・参考統計１は、医療施設調査（厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課調べ）による。

統合系医療情
報システム
（オーダリング
システム、統合
的電子カルテ
等）の普及率
（２００床以上の
医療機関のほ
とんどに導入
すること／４００
床以上は２００８
年度まで、４００
床未満は２０１０
年度まで）

　｢IT新改革戦略｣等に基づき、
標準化の推進や安全な情報連
携基盤の整備を進めるととも
に、医療機関における費用負
担の軽減に資する取組等を実
施。

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

年月日

平成22年5月11日新たな情報通信技術戦略

IT新改革戦略

施政方針演説等

平成18年1月19日

重点計画－２００８ 平成18年8月20日

デジタル新時代に向けた新たな戦略
～ 三か年緊急プラン ～

平成21年4月9日
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番号

個別表②の記載により、省略

医療の安全の確保に関する総合的な取組が効果的に実施されていることから、次年度以降も施策目標の達成に向けた取組を更に推
し進めることとする。

23年度要求額

425,381

＜0＞ ＜0＞

425,381

405,145

21年度

評価結果の予算要求等
への反映状況

施策目標の達成に向けて着実に進展しており、今後も各般の必要な施策を実施し、国民の医療に対する信頼の回復に努めていく。

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

（ 補 正 後 ）

＜0＞ ＜0＞

30,183

政策評価調書（個別票①-1）

歳出予算額（千円）

政策名

20年度 22年度

【政策ごとの予算額等】

427,648 555,583

総合･実績･事業

（ 当 初 ）

総合的な医療安全確保対策の推進を図ること Ｉ－３－２評価方式

609,367

609,367

564,562

564,562

予備費使用額（千円）

前年度繰越額（千円）

不用額（千円）

翌年度繰越額（千円）

支出済歳出額（千円）

流用等増△減額（千円）

歳出予算現額（千円）

20,236

609,367

579,184
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ａ 2 一般 厚生労働本省

Ａ 3

Ａ 4

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

555,583

23年度
要求額

430,202

125,381

555,583

564,562

22年度
当初予算額

386,359

178,203

564,562

対応表に
おいて●
となって
いるもの

小計

合計

総合的な医療安全確保対策の推進を図ること Ｉ－３－２

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

事項

小計

小計

政策名

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】

医療安全確保対策に必要な経費

項

医療安全確保推進費

医療安全確保推進費 医療安全確保の推進に必要な経費

政策評価結果等
による見直し額
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 Ｉ－３－２

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による

見直し額
（C)

合計

整理番号

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 総合的な医療安全確保対策の推進を図ること

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容

予算額（千円）

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

事務事業名
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総合的な医療安全確保対策の推進を図ること

（有効性）
　医療の安全の確保の観点から、現在、「今後の医療安全対策について」（平成17年6月）に基づき、「医療の質と安
全性の向上」、「医療事故等事例の原因究明・分析に基づく再発防止の徹底」、「患者、国民との情報共有と患者、国
民の主体的参加の促進」について、具体的な施策を総合的に講じているところであり、参考指標においても、より充実
した医療安全管理対策の実施体制が整備された医療機関が開始当初と比べ着実に増加していることからも、施策目標の
達成に向けて有効であったと評価できる。

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年８月 担当部局名：医政局総務課医療安全推進室

Ⅰ－３－２番号政策名

記載事項（抜粋）

医療事故の原因究明制度の検討を進め、事故の再発防止と併せて、医師が安心して
医療に取り組めるようにします。

政策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　医療の安全の確保は医療政策における最も重要な課題の一つであり、安全な医療の提供、患者、国民から信頼される
医療の実現について、患者の安全を最優先に考え、医療の質の向上という観点を重視した医療安全確保対策を総合的に
推進することにより、医療の安全の確保を図り、もって効率的で安心かつ質の高い医療サービスの提供に寄与すること
を目的とする。

（総合的評価）
　医療安全の確保について、医療機関としての組織的な取組としては、参考指標においても、より充実した安全管理対
策の実施体制が整備された医療機関が、開始時点と比べ着実に増加していることからも、一定の成果があったと評価す
ることができる。
　さらに、医療の安全性を向上させていくためには、医療事故による死亡の原因究明・再発防止を図る仕組みが必要で
あり、このような新たな仕組みの構築に向けた取組を精力的に行っており、また、産科医療補償制度が平成21年1月か
ら運用が開始され、制度加入医療機関の割合もほぼ100%となり、着実に進展していると評価することができる。
　以上のように、医療の安全の確保に関する総合的な取組が効果的に実施されており、施策目標の達成に向けて着実に
進展していると評価することができる。

【評価結果の概要】

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

（必要性）
　わが国におけるこれまでの医療安全対策は、関係者、関係機関、関係団体、地方自治体、国により、それぞれの役割
に応じた取組が進められ、様々な施策の推進が図られてきたが、こうした関係者の努力にもかかわらず、十分な医療安
全体制が確立されなかったことから、医療の安全と信頼を高めるために、より一層の医療安全対策の推進を図ることが
必要となったため、有識者により構成される医療安全対策検討会議において、これまでの対策の強化と新たな課題への
対応について「今後の医療安全対策について」が平成17年6月に取りまとめられ、以降この報告書に基づき、各般の施
策の充実強化を図ってきたところであり、今後も引き続き、各般の施策を実施する必要がある。
　また、近年、医療紛争が増加の傾向にあり、医療紛争はその解決に長時間を要することから、患者遺族、医療機関の
双方に大きな負担となっていることを踏まえ、医療事故における死亡の死因究明・再発防止を行う仕組みの検討や出産
に起因して重度脳性まひとなった者への速やかな補償を行うなどの産科医療補償制度の円滑な運用を進めることによ
り、医療の透明性の確保や医療に対する国民の信頼の回復につなげ、医師等が萎縮することなく医療を行える環境整備
に資することが、早急に取組むべき課題となっている。

(反映の方向性）
　施策目標の達成に向けて着実に進展しており、今後も各般の必要な施策を実施し、国民の医療に対する信頼の回復に
努めていく。また、施策の取組内容についてはより効果的な実施方法へ見直すとともに、併せて効率化の観点から積算
を見直すことで結果として予算規模の減額を行っている。

施政方針演説等

平成20年1月18日

（効率性）
　事業成果への影響が発生しないことに留意しつつ、各予算の費用積算にあたっては取組内容の見直しなどを行い、よ
り低いコストでの実施を検討し、概算要求へ反映した。

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

年月日

第169回国会における福田内閣総理大臣
施政方針演説

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21
医療事故情報収集・分析・提供
事業の参加登録医療機関の数
（前年度以上／毎年度）

131.6% 106.0% 95.0% 99.3% 150.9%

医療安全対策加算届出医療機関
の割合
（前年度以上／毎年度）

－ － 129.5% 100.0% 115.8%

・指標２の医療安全対策加算届出医療機関の割合は、「医療安全対策加算届出医療機関数／全国
の病院数」により算出した。

18.3

達成率

【調査名・資料出所、備考等】
・指標１は、（財）日本医療機能評価機構調べ
・指標１は、医療法施行規則により医療事故等の報告が義務づけられた医療機関以外に当該事業
に任意で参加している医療機関の数であり、各年の12月31日現在の施設数である。

・指標２は、保険局医療課調べ。なお、医療安全対策加算は、平成18年度診療報酬改定におい
て、入院患者にとってより安全で効果的な入院医療の提供を一層促進させる観点から、急性期医
療の高度化・複雑化に対応できる医療安全管理対策の実施体制について、新たに診療報酬上の評
価を行うとされたものである。そのため、平成17年度以前は記載できない。

達成率
2 － 12.2 15.8 15.8

アウトプット指標

1 283 300 285 283 427
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番号

23年度要求額

2,841,245

51,173,872

＜0＞ ＜0＞

54,345,293

51,454,561

21年度

0

評価結果の予算要求等
への反映状況

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

（ 補 正 後 ）

＜0＞ ＜0＞

113,703

予備費使用額（千円）

前年度繰越額（千円）
3,171,421

政策名

20年度 22年度

51,173,872

49,189,289

79,832,911

総合･実績･事業

（ 当 初 ）

政策医療を向上、均てん化させること Ⅰ－４－１評価方式

49,189,289 85,905,660

政策評価調書（個別票①-1）

歳出予算額（千円）

【政策ごとの予算額等】

不用額（千円）

翌年度繰越額（千円）

支出済歳出額（千円）

流用等増△減額（千円）
0

歳出予算現額（千円）

49,486

2,841,245

0

0

52,030,534

50,077,485

1,839,346
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

B 1 一般 厚生労働本省

B 2 一般 厚生労働本省

B 3 一般 厚生労働本省

B 4 一般 厚生労働本省

B 5 一般 厚生労働本省

B 6 一般 厚生労働本省

B 7 一般 厚生労働本省

B 8 一般 厚生労働本省

B 9 一般 厚生労働本省

B 10 一般 厚生労働本省

B 11 一般 厚生労働本省

B 12 一般 厚生労働本省

B 13 一般 厚生労働本省

B 14 一般 厚生労働本省

79,832,911

10,199,821

1,282,178

1,402,245

8,083,390

399,500

4,044,680

283,500

8,802,905

520,136

193,566

261,270

5,007,478

79,832,911

合計

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

37,911,610

85,905,660

独立行政法人国立国際医療研究セン
ター施設整備費

独立行政法人国立国際医療研究センター施設整備に必要
な経費

742,491

独立行政法人国立成育医療研究セン
ター運営費

独立行政法人国立成育医療研究センター運営費交付金に
必要な経費

5,008,265

独立行政法人国立成育医療研究セン
ター施設整備費

独立行政法人国立成育医療研究センター施設整備に必要
な経費

独立行政法人国立長寿医療研究セン
ター運営費

独立行政法人国立長寿医療研究センター運営費交付金に
必要な経費

3,459,433

独立行政法人国立長寿医療研究セン
ター施設整備費

独立行政法人国立長寿医療研究センター施設整備に必要
な経費

3,120,686

独立行政法人国立精神・神経医療研
究センター運営費

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター運営費交
付金に必要な経費

4,595,334 4,952,454

独立行政法人国立精神・神経医療研
究センター施設整備費

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター施設整備
に必要な経費

1,618,342

独立行政法人国立国際医療研究セン
ター運営費

独立行政法人国立国際医療研究センター運営費交付金に
必要な経費

8,454,975

85,905,660
小計

独立行政法人国立病院機構施設整備
費

独立行政法人国立病院機構施設整備費に必要な経費

独立行政法人国立病院機構運営費 独立行政法人国立病院機構運営費交付金に必要な経費 43,681,522

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】

項

政策評価結果等
による見直し額

事項
23年度
要求額

政策名

22年度
当初予算額

対応表に
おいて●
となって
いるもの

5,811,219

独立行政法人国立循環器病研究セン
ター施設整備費

独立行政法人国立循環器病研究センター施設整備に必要
な経費

政策医療を向上、均てん化させること Ⅰ－４－１

整理番号

予　算　科　目

独立行政法人国立がん研究センター
運営費

独立行政法人国立がん研究センター
施設整備費

独立行政法人国立がん研究センター施設整備に必要な経
費

独立行政法人国立がん研究センター運営費交付金に必要
な経費

独立行政法人国立循環器病研究セン
ター運営費

独立行政法人国立循環器病研究センター運営費交付金に
必要な経費

5,901,571
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 Ⅰ－４－１

22年度
当初

予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による

見直し額
（C)

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

事務事業名 整理番号

合計

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 政策医療を向上、均てん化させること

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容

予算額（千円）
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単位 基準値 目標値

（年度） 19年度 20年度 21年度 （年度）

記載事項（抜粋）

政策医療
を開発・確
立すること

前年度 3,073
(103.8％)

前年度
以上

前年度
以上

26,196,683
(142.9％)

前年度

論文発表を通じて、
研究成果の共有など
を図っており、効率的
に政策医療の開発に
寄与しているため

政策医療
の均てん
化を図るこ
と

ナ シ ョ ナ
ル セ ン
タ ー の
ホ ー ム
ページ年
間アクセス
数

ナ シ ョ ナ
ル セ ン
ター職員
の発表論
文数

（有効性）
ナショナルセンター職員の発表論文数については、平成21年度は前年度より大幅に増加し3500件以上の論文を発表してい
る。また、研究部数が前年度より増加し、治験受入件数も前年度より大幅に増加し、平成21年度においては600件以上の治験
を行っていることから、今後も、更なる増加が期待され、ひいては政策医療の確立が期待される。また、ホームページアクセス
数についても毎年大幅に増加していることから、国民へ情報発信がなされており政策医療の均てん化に寄与している。

3,783
（120.3％）

指標名

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成22年8月 担当部局名：医政局政策医療課

Ⅰ－４－１番号政策名 政策医療を向上、均てん化させること

政策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

国が医療政策として担うべき医療（政策医療）について、国立高度専門医療センター（ナショナルセンター）の担う、がん、脳卒
中、心臓病等の分野ごとに、施設の有する機能に応じて、診療・臨床研究・教育研修・情報発信を行うことで、効率的かつ効果
的な政策医療の開発・確立及び均てん化を図る。

（総合的評価）
ナショナルセンターは、高度先駆的な医療技術の開発・普及、専門的従事者の研修等を通じ政策医療の向上・均てん化を図る
ため、多数の論文の発表、ホームページを通じた情報発信、研修会等を通じた地域の医療従事者の質の向上による人材育成
といった取り組みを行っているところである。平成21年度において、論文発表数は大幅に増加し、ホームページへの年間アクセ
ス数についても大幅に増加するなど、政策医療の向上、均てん化に寄与していると評価できる。

【評価結果の概要】

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

（必要性）
ナショナルセンターは、がん、脳卒中、心臓病など、その制圧が国民的課題になっている疾病について、高度先駆的な医療技
術の開発・普及、病因・病態の解明、新たな診断・治療法の開発・研究、専門的従事者の研修及び情報発信を総合的・一体的
に行うための中核的機関として設置され、従来よりその研究への取り組みなどにより、政策医療の着実な推進に取り組んでい

(反映の方向性）
ナショナルセンターは、行政改革推進法（平成18年法律第47号）及び特別会計に関する法律（平成19年法律第23号）により、
独立行政法人に移行させるとともに、国立高度専門医療センター特別会計が平成21年度末をもって廃止されることとなった。こ
のため、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律（平成20年法律第63号）に基づき、国の医療政策と
して、国民の健康に関する影響のある特定の疾患に関する高度かつ専門的な医療等の向上を図ることを目的とした研究開発
型の独立行政法人である、国立高度専門医療研究センターへ平成22年4月より移行している。

国民、医療従事者向
け情報発信をホーム
ページの活用により
行うことで、効果的に
政策医療の向上、均
てん化に寄与してい
るため

（効率性）
ナショナルセンターにおいては、高度な医療を開発・確立するため、研究開発の推進に取り組んでおり、研究成果を活かすた
めの一環として、論文という形で発表していくことを通じて研究成果の共有などを図っており、効率的に政策医療の開発に寄与
している。さらに開発確立された高度な医療を均てん化するため、地方の中核的な医療機関との連携を図るとともに、医療従
事者等に対する研修や国民、医療従事者向け情報発信をホームページの活用により行うことで、効果的に政策医療の向上、
均てん化に寄与している。

達成目標・指標の
設定根拠・考え方

実　績　値（達成率）

36,830,123
(140.6％)

3,145
(102.3％)

49589087
(134.6%)

達成目標

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

年月日施政方針演説等
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